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令和６（ ）年４月 東京都立川市（発行・編集 保健医療部保険年金課）

第２章 現状の整理

第１章 基本的事項

データヘルス計画とは

データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とし

て、保険者が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査・特

定保健指導の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、 サイ

クルに沿って、運用するものです。

計画の構成

第３章 健康・医療情報等の分析と分析結果に基づく健康課題の抽出

第４章 地域の健康課題の整理とデータヘルス計画の目的・目標

第５章 保健事業の内容

第６章 計画の評価・見直し

第７章 計画の公表・周知

第８章 個人情報の取扱い

第９章 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項

第 章 第４期 特定健康診査等実施計画

計画の期間

令和６（ ）年度から令和 （ ）年度までの６年間

立川市国民健康保険 

第３期 データヘルス計画 概要版
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１ 計画の位置づけ

データヘルス計画とは、「被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者

が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査・特定保健指導の結果、レセ

プトデータ等の健康・医療情報を活用して、 サイクルに沿って運用するもの」とデータ

ヘルス計画策定の手引き（令和５年５月 日改正・厚生労働省）において定義されていま

す。（以下、特定健康診査を「特定健診」とします。）

また、同手引きにおいて、「計画は、健康増進法（平成 年法律第 号）に基づく基本

方針を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事

業（支援）計画、高齢者保健事業の実施計画、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施

計画と調和のとれたものとする」ことが求められています。

立川市においても、他の計画における関連事項等を踏まえ、データヘルス計画を推進しま

す。

下記に、関連計画等との関係図を示します。

立川市第４次長期総合計画（平成 （ ）年度～令和６（ ）年度）

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市 立川

後期基本計画（令和２（ ）年度～令和６（ ）年度）

都市像：ともに見守り支えあう、

安心して健やかに暮らせるまち

政策：福祉・保健

施策：社会保険制度の安定運営

立川市国民健康保険第３期データヘルス計画
※特定健康診査等実施計画を内容に含む

（令和６（ ）年度～令和 （ ）年度）

「国民健康保険法（昭和 年法律第 号）」

「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

年法律第 号）」

「健康増進法（平成 年法律第 号）」

国／国民健康保険法に基づく保健事業の実施

等に関する指針、医療費適正化基本方針

東京都／健康増進計画、医療費適正化計画、

国民健康保険運営方針

○健やかたちかわ プラン 第３次（立川市第５次地域保健医療計画）

（令和２（ ）年度～令和６（ ）年度）

○立川市高齢者福祉介護計画（第９次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）

（令和６（ ）年度～令和８（ ）年度）

東京都後期高齢者医療広域連合／

第４期高齢者保健事業実施計画

（令和６（ ）年度～令和８（ ）年度）
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２ 健康課題の抽出

（ ） 平均寿命・健康寿命・死亡・生活習慣病重症化（入院医療・外来（透析））

【平均寿命・健康寿命】

男性の平均寿命は 年で、都と比較すると 年です。女性の平均寿命は 年で、都と比較す

ると 年です。男性の健康寿命は 年で、都と比較すると 年です。女性の健康寿命は 年

で、都と比較すると 年です。

平均寿命と健康寿命の差、すなわち、日常生活が制限される期間は、男性では 年で都より 年

短く、女性では 年で都より 年短いです。

平均寿命・健康寿命 ※計画

【死亡】

令和３（ ）年の生活習慣病における重篤な疾患の死亡者数及び総死亡者数に占める割合は「虚血

性心疾患」 人（ ）、「脳血管疾患」 人（ ）となっています。

平成 （ ）年から平成 （ ）年の標準化死亡比（ ）は、「急性心筋梗塞」 （男性）

（女性）、「脳血管疾患」 （男性） （女性）、「腎不全」 （男性） （女性）とな

っています。

死亡割合 上位 疾患 ※計画

標準化死亡比（ ） ※計画

死 因

標準化死亡比（ ）

立川市
国

男性 女性

急性心筋梗塞

脳血管疾患

腎不全

立川市

国

都

男性 平均寿命 年 健康寿命 年

立川市

国

都

女性 平均寿命 年 健康寿命 年
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【生活習慣病重症化】入院医療・外来（透析）

「虚血性心疾患」及び「脳血管疾患」を含む「循環器系の疾患」の入院医療費は入院医療費全体の

を占めており、「腎不全」の外来医療費は、外来医療費全体の を占めています。

生活習慣病における重篤な疾患のうち「虚血性心疾患」及び「脳血管疾患」の入院受診率はいずれも

国より低く、「慢性腎臓病（透析あり）」の受診率は国より高くなっています。

疾病分類（大分類）別 入院医療費 循環器系の疾患

※計画

疾病分類（中分類）別 外来医療費 腎不全

※計画

疾病分類

（大分類）
医療費（円）

入院医療費に占め

る割合

循環器系の疾患

疾病分類

（中分類）
医療費（円）

外来医療費に占め

る割合

腎不全

受診率（被保険者千人当たりレセプト件数） 生活習慣病における重篤な疾患 ※計画

重篤な疾患 立川市 国
国との

比

虚血性心疾患

脳血管疾患

慢性腎臓病

（透析あり）

（ ） 生活習慣病

【生活習慣病】外来医療、健診受診者のうち、受診勧奨対象者

生活習慣病基礎疾患の外来医療費に占める割合は「糖尿病」が 、「高血圧症」が 、「脂質異

常症」が です。

基礎疾患及び「慢性腎臓病（透析なし）」の外来受診率は、いずれも国より低いです。

疾病分類（中分類）別 外来医療費 基礎疾患（男女合計） ※計画

疾病分類

（中分類）
医療費（円）

外来医療費に占める

割合

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

受診率（被保険者千人当たりレセプト件数） 基礎疾患 ※計画

基礎疾患及び

慢性腎臓病

（透析なし）

立川市 国 国との比

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

慢性腎臓病

（透析なし）

受
診
率
の
比
（対
国
）

虚血性心疾患 脳血管疾患 慢性腎臓病（透析あり）

受
診
率
の
比
（対
国
）
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（ ） 不健康な生活習慣

【生活習慣】特定健診受診率・特定保健指導実施率

令和４（ ）年度の特定健診受診率は

で、平成 （ ）年度と比較して ポイント上

昇しており、都より低く、国より高い水準で推移し

ています。

特定健診受診率（法定報告値） ※計画

令和４（ ）年度の特定保健指導実施率は

で、平成 （ ）年度と比較して ポイント

低下しており、国・都より低い水準にあります。

特定保健指導 実施率（法定報告値） ※計画

【生活習慣】質問票の回答割合

令和４（ ）年度の特定健診受診者の質問票から生活習慣の状況をみると、運動習慣に関して改善

が必要な人の割合が高く、国や都と比較して「 歳時体重から 以上増加」の回答割合が高くなって

います。適度な運動習慣及びバランスの取れた食生活は認知症予防、介護予防にもつながるため、高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施の文脈においても重要です。

質問票項目別回答者の割合 ※計画

平成 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

受診率（ ）人数（人）

対象者数 受診者数

立川市 受診率 国 受診率

都 受診率

平成 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

実施率（ ）人数（人）

対象者数 実施者数

立川市 実施率 国 実施率

都 実施率

立川市 国 都
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３ 健康課題の整理・目標・個別保健事業

本計画の策定にあたり、立川市では、被保険者の「健康寿命の延伸」および「医療費の適正化」を

目標として掲げます。

地域の健康課題解決に向けた施策と、施策の実施が計画目標を達成するまでの道筋およびアウトカ

ムを計測する指標の整理は下図のとおりです。
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立川市における第３期データヘルス計画のテーマは、「つなぎと予防」とし、特定健診の

受診率を向上し、各種保健事業に適切につなげていくとともに、健康教育事業に取り組んで

いきます。

計画全体の目標
計画全体の

評価指標
指標の定義

計画策

定時実

績

目標値

特定健診の受診率を向上させることによ

り、国保被保険者の健康状態を把握する

とともに、保健指導や医療の受診が必要

な方には、各種保健事業に適切につなげ

ていきます。

特定保健指導

対象者の減少

率（対平成

（ ）年度

比）

東京都医療費

適正化計画の

目標

％
％

以上

％

以上

高齢者を含む市民の「通いの場」などに

口腔衛生および、栄養に関する医療専門

職を派遣し、健康教育を実施することに

より、健康の基本となる食生活について

意識を高めるとともに、フレイル予防の

普及啓発を行っていきます。

咀嚼 なんでも

かんで食べる

ことができる

者（ ～

歳）の割合

特定健診問診

票での回答割

合（東京都共

通評価指標）

％ ％ ％


